
春日部市市営住宅条例の一部を改正する条例 

春日部市市営住宅条例（平成１７年条例第１４２号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項又は号の表示及びそれに対応する改正後の欄の項又は号の

表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の項又は号を当該改正後の欄の

項又は号とする。 

(2) 次の表中、改正前の欄の項又は号に対応する改正後の欄の項又は号が存在しない場合

にあっては、当該改正前の欄の項又は号を削る。 

(3) 次の表中、改正後の欄の項に対応する改正前の欄の項が存在しない場合にあっては、

当該改正後の欄の項を加える。 

(4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（入居の承認等） （入居の承認等） 

第10条  第10条  

(１) 入居申込者と緊急時等に連絡をとること

ができる者であって市長が適当と認めるもの

（以下「緊急時等連絡人」という。）が連署

した請書その他規則で定める書類を提出する

こと。 

(１) 入居申込者と同程度以上の収入を有する

者で、市長が適当と認める連帯保証人が連署

した請書その他規則で定める書類を提出する

こと。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、入居申込者

から同号の請書に緊急時等連絡人の連署が得ら

れない旨又は同号の規則で定める書類を提出す

ることができない旨の申出があり、かつ、市長

が当該申出を相当と認めるときは、同号の請書

への緊急時等連絡人の連署又は当該規則で定め

る書類の提出を要しないものとする。

２ 前項第１号の規定にかかわらず、入居申込者

から同号の請書に連帯保証人の連署が得られな

い旨又は同号の規則で定める書類を提出するこ

とができない旨の申出があり、かつ、市長が当

該申出を相当と認めるときは、同号の請書への

連帯保証人の連署又は当該規則で定める書類の

提出を要しないものとする。この場合におい

て、市長は、同項の承認の効力が継続する期間

として２年を超えない範囲内において規則で定

める期間（次項及び同項において準用する第11

条の３第２項から第４項までにおいて「有効期

間」という。）を付して前項の承認をするもの

とする。

３ 第11条の３第２項から第５項までの規定は、

前項後段の規定により同項の承認に有効期間を

付した場合について準用する。この場合におい

て、同条２項中「前項」とあるのは「第10条第

２項後段」と、「次項」とあるのは「第10条第

３項において準用する第11条の３第３項」と、



「第４項」とあるのは「第10条第３項において

準用する第11条の３第４項」と、同条第３項中

「10年（第１項第２号アに該当する場合にあっ

ては、２年）」とあるのは「２年」と、同条第

４項中「第１項」とあるのは「第10条第２項後

段」と、同条第５項中「前項」とあるのは「第

10条第３項において準用する第11条の３第４

項」と読み替えるものとする。 

３ (略) ４ (略) 

４ (略) ５ (略) 

５ (略) ６ (略) 

６ 市長は、入居権利者が第４項の規定に違反し

て入居しないときは、第１項の承認を取り消す

ことができる。 

７ 市長は、入居権利者が第５項の規定に違反し

て入居しないときは、第１項の承認を取り消す

ことができる。 

（緊急時等連絡人の変更） （連帯保証人の変更） 

第10条の２ 入居権利者が緊急時等連絡人を変更

しようとするときは、規則で定めるところによ

り、市長の承認を受けなければならない。 

第10条の２ 入居権利者が連帯保証人を変更しよ

うとするときは、規則で定めるところにより、

市長の承認を受けなければならない。 

２ 入居権利者は、緊急時等連絡人について次の

各号のいずれかに定める事実が発生した場合

は、市長が適当と認めるものをもって当該緊急

時等連絡人に代えなければならない。この場合

においては、前項の規定を準用する。 

２ 入居権利者は、連帯保証人について次の各号

のいずれかに定める事実が発生した場合は、当

該入居権利者と同程度以上の収入を有する者

で、市長が適当と認めるものをもって当該連帯

保証人に代えなければならない。この場合にお

いては、前項の規定を準用する。 

(３) 失業その他の理由による保証能力の著し

い減少又は喪失 

(３) (略) (４) (略)

３ 市長は、入居権利者又は緊急時等連絡人に対

し、当該緊急時等連絡人に関する前項各号に掲

げる事実の有無を確認するために必要な限度に

おいて、報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

（同居の承認等） （同居の承認等） 

第11条  第11条 

２ ２ 

(１)  (１)  

ウ 第10条第１項の承認に第11条の３第１項

の規定により有効期間が付されていると

き。 

ウ 第10条第１項の承認に同条第２項後段又

は第11条の３第１項の規定により有効期間

が付されているとき。 

エ 次条第２項の承認に同条第４項に規定す

る規則で定める期間が付されているとき。

エ 次条第２項の承認に同条第３項において

準用する第10条第２項後段の有効期間又は

次条第５項に規定する規則で定める期間が

付されているとき。 

（入居権利者の地位の承継の承認等） （入居権利者の地位の承継の承認等） 

第11条の２ 第11条の２ 



２ ２ 

(１) 申請者と緊急時等連絡人が連署した請書

その他規則で定める書類を市長に提出した

とき。 

(１) 申請者と同程度以上の収入を有する者で

市長が適当と認める連帯保証人が連署した請

書その他規則で定める書類を市長に提出した

とき。 

３ 第10条第２項の規定は、第１項の申請をした

者について準用する。この場合において、同条

第２項中「前項第１号」とあるのは「第11条の

２第２項第１号」と、「入居申込者」とあるの

は「同条第１項の申請をした者」と読み替える

ものとする。 

３ 第10条第２項の規定は、第１項の申請をした

者について準用する。この場合において、同条

第２項中「前項第１号」とあるのは「第11条の

２第２項第１号」と、「入居申込者」とあるの

は「同条第１項の申請をした者」と、同項後段

中「同項の」とあるのは「同条第２項の」と、

「次項及び同項において準用する第11条の３第

２項から第４項まで」とあるのは「第11条第２

項第１号エ、第11条の２第４項及び第11条の３

第１項第２号ア」と、「前項」とあるのは「第

11条の２第２項」と読み替えるものとする。 

４ 次条第２項から第５項までの規定は、前項に

おいて準用する第10条第２項後段の規定により

第２項の承認に有効期間を付された者について

準用する。この場合において、次条第２項から

第４項までの規定中「入居者」とあるのは「地

位承継者」と、同条第２項中「前項」とあるの

は「第11条の２第３項において準用する第10条

第２項後段」と、「第10条第１項」とあるのは

「第11条の２第２項」と、「有効期間」とある

のは「有効期間（同条第３項において準用する

第10条第２項後段の規定により第11条の２第２

項の承認に付された有効期間をいう。以下この

項及び同条第４項において準用する第11条の３

第３項及び第４項において同じ。）」と、「付

された入居権利者」とあるのは「付された者」

と、「次項」とあるのは「第11条の２第４項に

おいて準用する第11条の３第３項」と、「第４

項」とあるのは「第11条の２第４項において準

用する第11条の３第４項」と、同条第３項中

「10年（第１項第２号アに該当する場合にあっ

ては、２年）」とあるのは「２年」と、同条第

４項中「第１項」とあるのは「第11条の２第３

項において準用する第10条第２項後段」と、同

条第５項中「前項」とあるのは「第11条の２第

４項において準用する第11条の３第４項」と読

み替えるものとする。 

４ (略) ５ (略) 

５ 次条第２項から第５項までの規定は、前項の

規定により第２項の承認に有効期間を付された

６ 次条第２項から第５項までの規定は、前項の

規定により第２項の承認に有効期間を付された



者について準用する。この場合において、同条

第２項から第４項までの規定中「入居者」とあ

るのは「地位承継者」と、同条第２項中「前

項」とあるのは「第11条の２第４項」と、「第

10条第１項」とあるのは「同条第２項」と、

「付された入居権利者」とあるのは「付された

者」と、「次項」とあるのは「第11条の２第５

項において準用する第11条の３第３項」と、

「第４項」とあるのは「第11条の２第５項にお

いて準用する第11条の３第４項」と、同条第３

項中「10年」とあるのは「５年」と、同条第４

項中「第１項」とあるのは「第11条の２第４

項」と、同条第５項中「前項」とあるのは「第

11条の２第５項において準用する第11条の３第

４項」と読み替えるものとする。 

者について準用する。この場合において、同条

第２項から第４項までの規定中「入居者」とあ

るのは「地位承継者」と、同条第２項中「前

項」とあるのは「第11条の２第５項」と、「第

10条第１項」とあるのは「同条第２項」と、

「付された入居権利者」とあるのは「付された

者」と、「次項」とあるのは「第11条の２第６

項において準用する第11条の３第３項」と、

「第４項」とあるのは「第11条の２第６項にお

いて準用する第11条の３第４項」と、同条第３

項中「10年（第１項第２号アに該当する場合に

あっては、２年）」とあるのは「５年」と、同

条第４項中「第１項」とあるのは「第11条の２

第５項」と、同条第５項中「前項」とあるのは

「第11条の２第６項において準用する第11条の

３第４項」と読み替えるものとする。 

（期限付入居の承認等） （期限付入居の承認等） 

第11条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合には、第10条第１項の承認の効力が継

続する期間として10年を超えない範囲内におい

て規則で定める期間（以下この条において「有

効期間」という。）を付して同項の承認をする

ことができる。 

第11条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合には、第10条第１項の承認の効力が継

続する期間として10年（第２号アに該当する場

合にあっては、２年）を超えない範囲内におい

て規則で定める期間（以下この条（この項第２

号アを除く。）において「有効期間」とい

う。）を付して同項の承認をすることができ

る。 

(２) この項の規定により第10条第１項の承認

に有効期間を付された入居権利者を第５条第

７号又は第８号の規定により、他の市営住宅

に入居させるとき。 

(２) 次に掲げる者を第５条第７号又は第８号

の規定により、他の市営住宅に入居させると

き。 

ア 前条第３項において準用する第10条第２

項後段の規定により前条第２項の承認に有

効期間を付された者 

イ この項の規定により第10条第１項の承認

に有効期間を付された入居権利者 

３ 市長は、有効期間の満了する日において入居

者にやむを得ない事情として規則で定めるもの

があると認める場合は、更に10年を超えない範

囲内において規則で定める期間、有効期間を延

長することができる。 

３ 市長は、有効期間の満了する日において入居

者にやむを得ない事情として規則で定めるもの

があると認める場合は、更に10年（第１項第２

号アに該当する場合にあっては、２年）を超え

ない範囲内において規則で定める期間、有効期

間を延長することができる。 

（敷金） （敷金） 

第16条 第16条 

２ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付

を目的とする債務を履行しないときは、市は、

敷金をその債務の弁済に充てることができる。



この場合において、入居者は、市に対し、敷金

をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を

目的とする債務の弁済に充てることを請求する

ことができない。 

３ 第１項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡

した後、本人の請求によりこれを還付する。た

だし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目

的とする債務の不履行又は損害賠償金があると

きは、当該敷金のうちからこれを控除する。 

２ 前項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡し

た後、本人の請求によりこれを還付する。ただ

し、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、

当該敷金のうちからこれを控除する。 

４ (略) ３ (略) 

（修繕費用の負担） （修繕費用の負担） 

第17条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費

用（市長がその修繕に要する費用を入居者が負

担するものとして定めるものを除く。）は、市

の負担とする。 

第17条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費

用（次条第４号に掲げる費用を除く。）は、市

の負担とする。 

（入居者の費用負担義務） （入居者の費用負担義務） 

第18条 第18条 

(４) 前条第１項において市が負担することと

されているもの以外の市営住宅及び共同施設

の修繕に要する費用

(４) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽

微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設

の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

（収入状況の報告の請求等） （収入状況の報告の請求等） 

第32条 市長は、第12条第１項若しくは第２項若

しくは第27条第１項若しくは第２項の規定によ

る家賃の決定、第14条（第11条の３第５項、第

27条第３項又は第30条第４項において準用する

場合を含む。）の規定による家賃若しくは金銭

の減免若しくは徴収の猶予、第16条第１項後段

の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、

第29条第１項の規定による明渡しの請求、第26

条の規定によるあっせん等、第34条の規定によ

る市営住宅の入居の措置又は第43条第５項の規

定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の

猶予に関し必要があると認めるときは、入居者

の収入の状況について、当該入居者若しくはそ

の雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、

又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくは

その内容を記録させることを求めることができ

る。 

第32条 市長は、第12条第１項若しくは第２項若

しくは第27条第１項若しくは第２項の規定によ

る家賃の決定、第14条（第27条第３項又は第30

条第４項において準用する場合を含む。）の規

定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収

の猶予、第16条第１項後段の規定による敷金の

減免若しくは徴収の猶予、第29条第１項の規定

による明渡しの請求、第26条の規定によるあっ

せん等、第34条の規定による市営住宅の入居の

措置又は第43条第５項の規定による駐車場の使

用料の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があ

ると認めるときは、入居者の収入の状況につい

て、当該入居者若しくはその雇主、取引先その

他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な

書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させ

ることを求めることができる。 

（不正入居者等に対する明渡し請求等） （不正入居者等に対する明渡し請求等） 

第37条 第37条 

３ 第１項の請求を受けた者は、入居した日又は

入居権利者の地位を承継した日から当該請求を

受けた日までの間については、近傍同種の住宅

の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との

差額に法定利率による支払期後の利息を付した

３ 第１項の請求を受けた者は、入居した日又は

入居権利者の地位を承継した日から当該請求を

受けた日までの間については、近傍同種の住宅

の家賃の額とそれまでに支払った家賃の額との

差額に年５分の割合による支払期後の利息を付



額の金銭を、当該請求を受けた日の翌日から当

該市営住宅の明渡しを行う日までの間について

は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に

相当する額の金銭を支払わなければならない。

この場合においては、第15条第２項から第４項

までの規定を準用する。 

した額の金銭を、当該請求を受けた日の翌日か

ら当該市営住宅の明渡しを行う日までの間につ

いては、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２

倍に相当する額の金銭を支払わなければならな

い。この場合においては、第15条第２項から第

４項までの規定を準用する。 

４ ４ 

(１) 入居者が第10条第４項の規定に違反して

届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(１) 入居者が第10条第５項の規定に違反して

届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(２) 入居者が第10条の２第２項の規定に違反

して緊急時等連絡人を代えないとき、又は入

居権利者若しくは緊急時等連絡人が同条第３

項の規定による報告若しくは書類の提出を求

められて、報告若しくは書類の提出をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは書類の提出をし

たとき。 

(２) 入居者が第10条の２第２項の規定に違反

して連帯保証人を代えないとき。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の春日部市市営住宅条例（第１６条から第１８条まで及び第３７条第３項を除 

く。）の規定は、この条例の施行の日以後に入居の承認を受ける者又は改正後の第１１条 

の２第２項の規定により入居権利者の地位の承継の承認を受ける者について適用し、同日 

前に入居の承認を受けた者又は改正前の第１１条の２第２項の規定により入居権利者の地 

位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の第１０条第２項の規定によ

り有効期間を付して承認された入居申込者が連帯保証人の連署した請書を提出し、承認を

受けた場合又は改正前の第１０条の２第１項の規定により連帯保証人の変更の承認を受け

た場合は、これらの連帯保証人は承認を受けた日の属する月の近傍同種の住宅の家賃の額

の６月分又は５０万円のいずれか低い金額を限度として、賃貸借に基づいて生じた金銭の

給付を目的とする債務を履行する責任を負うものとする。 


